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資料⑥

移動等円滑化促進地区の
設定の考え方
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○ 高齢者・障害者等が日常生活等で
常に利用する施設が複数立地

■法による設定要件

１． 移動等円滑化促進地区の選定理由

■明石市の状況

○ これら施設が徒歩圏内(概ね4km2)
に集積し、施設間の移動が徒歩

○ バリアフリー化を促進することが
、総合的な都市機能の増進を図る
うえで有効かつ適切

○ 主な公共施設及び商業施設は、鉄道駅周辺に立
地(参考１参照)

○ 徒歩での移動が可能な半径500m圏内は概ねの
範囲(明石駅周辺は、半径1km圏内)

○ 本市は東西に長く、鉄道駅沿線を核とする都市
構造を形成

〇 鉄道駅を核としたバス路線網を形成(参考2参照)
〇 都市計画マスタープランでは、鉄道駅を拠点と

する都市の将来像が示されている(参考３参照)
〇 平成14年基本構想で鉄道駅を中心とする重点整

備地区(3か所)、準整備地区(7か所)を設定

まずは鉄道駅を中心として促進地区を設定。
今後は、まちづくりの進展、社会状況の変化等応
じた促進地区の設定・変更や、地域発案型、駅周
辺以外での設定・変更も検討。



3図. 主な施設の立地状況

参考１）主な施設の立地状況

出典：明石市HP、全国大型小売店総覧（2017）

○ 主な公共施設及び商業施設は、鉄道駅周辺に立地しています。

主な施設の立地状況



図.市内のバス路線 4

参考２）市内のバス路線

○ バスは、鉄道駅を中心に路線バスが通っており、それ以外の地域でTacoバス（コミュ
ニティバス）を運行しています。

バス路線
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参考３）将来都市構造 明石市都市計画マスタープラン


